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【質問】 私は、夫を今年 1月に亡くしました。

子供は交通事故で亡くしました。夫は働いて

いましたが、お酒が好きで家計は苦しく、内

職をしていました。夫の遺産としては、自宅、

周辺の農地と、 1000万円の預金がありま

した。夫には姉が3人いますが、長女、次女

は既に死亡し、長女にはA、次女にはB、C

の子供(私の甥と姪)がいます。私は夫から、

暴力を受けて苦労して生活をしてきたことも

あり、一人で相続したいと考えていますが、

良い方法がありませんか。

【回答】 最近、私が担当した相続案件で、こ

れに似たケースがありました。

このケースについて当てはめて説明します

と、このような場合、多くの弁護士は、相談

者が、他の相続人、即ち三女、 A、B、Cか

ら相続分の譲渡をしてもらう方法を考えま

す。なお、この事例の法定相続分は、相談者

が4分の3、三女と Aが 12分の l、BとC

は24分の lです。

手順としては、まず相続分譲渡の合意書を

作成します。 譲渡してくれる相続人からは印

鑑証明書をもらう必要があります。相続人全

員から相続分譲渡を受ければ、全部の遺産を

相続できることになります。

ところが、私が担当したケースでは、最初

に相談を受けた司法書士が、他の相続人に家

庭裁判所へ相続放棄申述をしてもらう方法を

選びました。相続開始を知ってから 3ヶ月以

内にしなければならないので、急がなければ

なりません。確かに、全相続人が相続放棄の

申述してくれれば、相談者だけが相続人とな

り、全追産を取得できます。

しかし、このケースでは、 BとCが相続

放棄申述をしてくれませんでした。その結果、

各相続人の相続分は、相談者が4分の 3、B

とCが8分の lずつ、ということで、相談者

の相続分は全く増えませんでした。三女と A

が相続放棄してくれたのに、その好意が全く

1!誌になってしまったのです。

私は、まず、 BとCに8分の lずつの相続

分をもう少し識歩してもらえないか、という

内容の書面を送りました。しかし、何の返事

もなかったので、 BとCを相手方として遺産

分割調停を申し立てました。 BとCが、他の

Aと三女が相続放棄した気持ちを理解して、

本来の相続分24分の lずつで譲歩してくれ

ること期待しましたが、期待ははずれました。

Aと三女は、あくまでも、相談者に自分の

相続分を譲渡する気持ちで相続放棄をしてい

ます。そこで、やむを得ず、相続放棄の申述

をしてくれたAと三女に、相続放棄申述が錯

誤により無効である、との裁判を提起しても

らうよう頼みました。

ところで、「遺言無効確認訴訟」、「遺産分

割協議無効確認訴訟」とは違って、「相続放

棄申述無効」という訴訟ができないことには

注意が必要です。

相続放棄の無効を前提として請求する内容

を、訴訟の請求の趣旨としなければなりませ

ん。あまり例のない裁判ですが、なんとか勝

訴判決を得ました。
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